
2－（2H－1，2，3－ベンゾトリアゾールー2－イル）－  

4，6－ジーt e r t－プチルフェノールが使用されている場  

合に輸入してはならないとする製品について   



1．輸入してはならない第一種特定化学物質使用製品の指定の考え方   

第一種特定化学物質の指定に伴って、当該第一種特定化学物質が使用されて  

いる製品で国内に輸入されるおそれのあるものにづいては、海外における使用  

の状況等を考慮して、当該製品を政令指定し、輸入を禁止することになる（法  

第13条）。   

これは、 

種特定化学物質が使用されている製品の輸入状況  

②海外における第一種特定化学物質の使用状況  

等からみて、我が国に輸入されている（又はその可能性のある）製品中の   

第一種特定化学物質が、当該製品の使用等を通じて環境中に放出され、汚染を   

生ずる可能性があると認められる場合において、当該製品を政令指定し、第一   

種特定化学物質を含有する製品の輸入を禁止するものである。現行政令では、   

9種類の第一種特定化学物質に関し、のべ26項目の製品について指定してい  

るが、 

個別に判断されているところである。  

【政令指定の考え方】   

第一種特定化学物質が使用されていると考えられる製品のうち、次の（∋  

及び②の基準に該当するものについては、政令指定し、輸入を禁止するこ  

とが適当であると考えられる。  

①次の要件のいずれかを満たし、国内に輸入されるおそれがあること。  

（ア）第一種特定化学物質が使用されている製品を過去10年内に輸入し   

ていたことが実療又は公電、公文書、海外規格若しくはこれらに準ずる   

性格を有する情報（以下、「実績等」という。）により認められるとき。  

（イ）第一種特定化学物質が使用されている製品が過去10年内に海外に   

おいて生産されていたことが実績等により認められるとき。  

（ウ）第一種特定化学物質が当該製品に使用されていることが一般的であ   

って、過去10年内に日本国内で第一種特定化学物質が使用された当該   

製品の生産の実績があるとき。  

（エ）ただし、（ア）、（イ）、（ウ）の要件に合致するものであっても、   

下記の要件のいずれかに該当する瘍合は、掲名の対象から除外するもの   

とする。   

（a）関連製品等との競合による制約により、今後、輸入されるおそれ  

のないもの。   

（b）その後の技術的進歩等により、今後、海外において生産される可   



能性のないもの。   

（c）国内規格、商慣行等の理由で、今後、日本に輸入されるおそれの  

ないもの。  

②次の要件のいずれかを満たさないため、輸入を制限しない場合には、環   

境汚染のおそれがあると考えられること。  

（ア）当該製品の使用か 、環境へ直接放出される形態をとるものではない   

こと。  

（イ）使用から廃棄に至る間の管理体制が確立されていること。  

（ウ）廃棄が適切に行いうるよう制度的に担保されていること。  

2．輸入してはならない第一種特定化学物質使用製品（案）   

上記考え方に照らし、当該物質の使用製品であって輸入を禁止する製品と  

して以下の8品目を指定することが必要であると考えられる。  

1．プラスチック樹脂成型品  

2．特殊合板（化粧板）  

3．ワックス  

4．塗料  

5．接着剤  

6．印刷・感光材料（グラビアインキ、一インキリボン、印画紙添加剤、感熱フ   

イルムラベル、昇華型熱転写記録材）  

7．シーリング剤、補修剤  

8．芳香剤  

【使用製品の指定の理由】   

上記品目については、当該物質が使用されている製品が過去10年間内に海  

外において生産されていたことが実績等により認められるとき（政令指定の考  

え方（∋（イ））及び、当該物質が使用されていることが一般的であって、過去1  

0年内に日本国内で当該物質が使用された製品の生産の実績があるとき．（政令  

指定の考え方①（ウ））に該当し、輸入を制限しない場合には、環境汚染のおそ  

れがある（政令指定の考え方②に該当）と考えられることから、政令指定する。  

なお、「プラスチック樹脂成型品」に含まれる品目は、建材、自動車部品など多  

岐にわたることから、その具体的な品目については局長通知にこれを列記し、  

周知徹底を図ることとする（別添）。  

ー壬   



別添 局長通知により公表することを予定している対象製品リスト  

【政令指定品目名】プラスチック樹脂成型品   

分類   局長通知で指定する品目案   分類   局長通知で指定する品目案   分類   局長通知七指定する品目案   

浴そう（和風：84731、洋風：84732）   
複写機、事務用オフセット印刷機及び稚写機の部品及び付属品（5918）  

スポーツバンド  

防水パン（24224）  

浴室ユニット（24312＝灘晶［カウント、壁、床コ  音響朝晶（55619）［AV機器キーァ】  
登山用具（919り［トレッキンクーステッキクリップ］  

調理台（83111）［キッチンカウンター］  電子部品（5599）〔家電部品、自販機駆動部品］  ごみ箱（8594）  

洗面化粧台（84743）  電気嬬除機（208）【掃除機用ホース］   シート［再起反射用シ」・］  

便所ユニット（24312‖）【ユニットトイレ甲板】  工業用ベルト  
フイルム           フイルム［看板用マーキンクワィルム、ナンハーープレート用、表面  

流し台（83113）  プラスチック光ファイバ製品（2232り［トフール被覆】  保護フイルム、がス管補修用フイルム、壁紙用フイルム］  

照明癌具（622）［照明部品】  
複写機、事務用オフセット印刷機及び謄写機の部品及び付属品（59柑）   航空機ピストンエンジン（2812）部品［航空機エンジン  
［プリンタスリーフー、OA機器コントロールケ⊥フール、OA機器キ■ァ】  部品］  

床パネル（24215）［床部材］  カメラ部分品（65318）  ［芝刈り機モノフィラ部品］  

尾根パネル（24211）［屋根材】  
t化製品、  プラスチック製容器（253）【耐食タンク、牧場用脱臭装置  
機械類部  のケース、】  

建材  ⊂】 口中   
用谷樋、フレキシフ≠管、エ事用ホース）】  発電機（3011）［発電機部品】  プラスチック製袋及び箱（2536）［トラックエ具箱】  

絶縁管（288413）  レゾスタの部品及び付属品（5938）【レシ●ハ◆－コイシース】  容器の付属品（2578）［ショーケース枠村］ 

通信用電線・ケーブル（22124）〔トラフ（地下ケーブル保護加l一－）コ  ［携帯電話コネクトキ竹ブ、携帯t儲イヤホーン部品】  ヘルメット（91254）  

［グレーテング］  スプリンクラー投備の部品及び付属品（413838）［スプリンクラーチュづ－】  水蓮メータ（6314232）部品［メータます、水道メータホ’ックス  
の蓋〕  

【ドレン］  その他  

七すりセット（24223）［てすり］  建設機械の部品および付属品（39298）［重機用シフトダリッブ］  家庭用園芸器具（854）［園芸用縛り紐］  

［窓枠、明かりとり、出窓カウント】  ［非接触温度計部品〕  合成繊維テント（95913）〔防炎テントシート】  

［漁船船揚げレール］   雑貨  ファンデーションが－ルト（7825）部品［女性下着用部品】  緩衝用材料（25783）【物干し軍機衝材、マット材］  

建築用構成部材（24229）【競馬場柵、家屋屋外目地材、戸当たり材、  プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド（9522）［ファスナー、  
ビル等防水シート］  ファスナークリげ】   

机（8306）及びテーブル（8307）［テーブルエッチ■］  

電子部晶及びセンサー類（478214）［コントロールトナル］  ボタン（9521）  鳥獣用品（858）［へ○ット用餌皿滑り止め］  

装飾品類及びモール類（478511）［モール類、モールつなぎ材、ラハ●一類］  眼鏡枠（8646）［眼鏡耳当て］  

ウェザストリップ（478513）  くし（引241）［ヘアブラシ極細］  
［作業用保護眼鏡レンズ】  

窓わく（478512）［ベルトライン（窓枠用）】  プラスチック製履き物（803）【シュースーツール〕   

シート付属品（478521）  カッター部品  製品名は日本株準商品分類の名称を記載  
自動車用エアコンディショナ（56211）  事務用ケノップゼン（93931）  （）：日本標準商品分類番号  

シートベルト（478522）  アルバム写真コーナ及び写真台紙（93532）［アルハ■ムの中袋】  【］：事業者から報告のあった具体的製品名  

内装品類（478524）［シフトノブ、シフけリップ、シフけ－ツ、ハーネス加＼’－、トリム、  
自動車部   スキー用具（9161）［スキーポールクリップ、ゴーグルハ’－ツ］  

⊂コ ロロ  

車体部品（478599）［外装シール材、刀ンけル枠、オーハ■－フェンダー加l●－、  
オートハ●ィ川ップ、保冷車ハ●ッキン、特殊車両用ト●ァハ○ッキン、台車りくス部  
材、トラック荷台用部品、窓・ト●ア・リヤコンビ等のプロテクト、空圧チューブ、燃  
料ライン用チューフ■、エアサ入用チュづ●、エアロハ●－ツ、ホ●ンわトフヰ■、トラック導風  シャトルコック（91431）［ハ◆ト◆ミントンの羽］  

板、キャンビンゲカー外装、高所作業車ハ■ヶット、ワイJl■一部晶、モートインシュレ  
ト、エンゾン加l●－、コンハーインの注油装置】  

燃料ポンプ（281831）［燃料用／くイブ】  ラケットストリシグ（ガット及び絹）（91415）【ガット］  

懸架・制勤装置部晶（4784）［ブレーキ部品】  サーフィン・サーフライダー用具（9165）［サづボード、ウオータースライダー】  




